
労働基準法第４条（男女同一賃金の原則） 
にかかわる裁判例 

 

厚生労働省 

女性であることを理由とした差別的取扱いとは 
 

 「女性であることを理由として」とは、「労働者が女性であることのみを理由として」、あるいは「社

会通念としてまたはその事業場において、女性労働者が一般的または平均的に能率が悪いこと、

勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者ではないことなどを理由とする」ことを意味します。 

 なお、「差別的取扱いをする」とは、不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含み

ます。 

女性であることを理由とした差別的取扱いとは 
 

 「女性であることを理由として」とは、「労働者が女性であることのみを理由として」、あるいは「社

会通念としてまたはその事業場において、女性労働者が一般的または平均的に能率が悪いこと、

勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者ではないことなどを理由とする」ことを意味します。 

 なお、「差別的取扱いをする」とは、不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含み

ます。 
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②性別を理由とした賃金格差のある賃金制度の事例 

（岡山地裁平成13年５月23日判決、原告（労働者）勝訴） 
（広島高裁平成16年10月28日判決、原告（労働者）勝訴） 
（最高裁平成19年７月13日決定、上告棄却、高裁判決確定） 

事
案
の
概
要 

 被告Ｙ社では、重量物の運搬、選別・受入検査および行程検査等の作業に従事し、かつ勤続年数、
年齢が同じ女性従業員の賃金が男性従業員と比べて低く設定されていた。 
 Ｙ社の従業員である原告Ｘらは、勤続年数や年齢を同じくする男性従業員に比べて、女性であること
を理由に差別を受けたとして、不法行為に基づき、差額賃金相当の損害金の支払いを求めた。 

判
決
概
要 

Ｙ社における作業内容は、単に物品を運搬するだけの仕事ではなく、女性労働者の業務と男性労

働者の業務に必要な集中力・緊張度が同程度であることから、Ｙ社の賃金制度は女性であることのみ

を理由として賃金格差のある賃金制度を定めていることから、労働基準法第４条違反であるとし、損害

賠償請求を認めた。 

判
決
内
容(

控
訴
審) 

（同一(価値)労働の評価について） 
被告Ｙ社における作業内容が、単に重量物を運搬するだけの作業であればより重い物品を運搬
する男性従業員の方が女性従業員より賃金が高くても合理性があるということになる可能性が
あるが、Ｙ社における作業内容は単に物品を運搬するだけの仕事ではない。Ｘらが多く就労し
ていた選別・受入検査、工程検査等は重量物を運搬するための肉体的な力は必要としなくても、
高い集中力・緊張度を必要とする高価値の労働であると評価することができるのであって、Ｙ
社における男性従業員と女性従業員との賃金の格差は、作業内容によって区別されたものであ
るといい難い。 

 
（賃金格差の合理的理由） 
昭和48年以前には、賃金表の年齢給は男・女という文言が使用され、男女差によることが明確
に示されており、昭和48年賃金表も、昭和56年賃金表も、基本的にこれを承継したものであっ
て、職務や職種によってではなく、男性か女性かによって適用される賃金表が異なっているも
のと認められる。そして、Ｙ社の賃金の決定要素は、性差と年齢と勤続年数の３つであり、職
務・職種によって決められたものとは認められない。また、採用基準や手続きは、初任給の額
を除いて男女同一であり、肉体的能力、技術力、経験といった要素は考慮されることもなく採
用されており、女性であるから軽度・単純・安全な職務に従事することが条件であると明示さ
れたことはなく採用そのものの方式や手続、職務の指定についての男女の差異はない。さらに、
男性従業員と女性従業員の労働内容は、前記のとおり、明確な区分は認められない。 
(中略) 
結局のところ、Ｙ社における男女間の賃金格差は、単に男性であるか女性であるかという性差
のみを理由として区別されたものであると推認されるのであって、何ら合理性のない差別であ
るといわざるを得ない。 
労働基準法第４条は、合理的理由なく、労働者が女性であることを理由として、賃金について
男性と差別的取扱いをすることを禁じている。したがって、女性であることのみを理由として
賃金格差のある賃金制度を定め、あるいは、これを是正することなく維持することも禁じられ
ているものであり、このような賃金制度の制定あるいは維持は違法であり、その適用を受けた
女性従業員に対する不法行為を構成するものと解される。 
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⑥家族手当の支給要件を違法と認めた事例 
（盛岡地裁昭和60年３月28日判決、原告（労働者）勝訴） 
（仙台高裁平成４年１月10日決定、控訴棄却、地裁判決確定） 

事
案
の
概
要 

 被告Ｙ社は、共働きの職員への家族手当等の支給は、給与規程で世帯主たる職員に限定していた。 
 しかしながら、共働きの女性職員には家族手当等が支給されなかったため、原告Ｘは、この取扱いは
女性であることのみを理由とする差別的取扱いを禁じた憲法第14条、民法第90条、労働基準法第４条
及び第92条に違反し、無効であるとして、支給されていなかった家族手当等の支払いをＹ社に求めた。 

判
決
概
要 

 男性職員に対しては妻に収入があっても家族手当等を支給していた一方で、共働きの女性職員に
対しては夫に一定額以上の収入があると家族手当等を支給しないとする取扱いは、男女の性別のみ
による賃金の差別扱いであって、合理的根拠がないことから、労働基準法第４条違反であるとし、民法
第90条に基づいて当該取扱いを無効とした。 

判
決
内
容(

控
訴
審) 

（労働基準法第４条違反であること） 
 本件手当等は労働基準法第11条の賃金であるから、これらは労働基準法第４条による直接規制を受け

るものといわなければならない。 

 労働基準法第４条は、憲法第14条１項の理念に基づきこれを私企業等の労使関係における賃金につい

て具体的に規律具現した条文であり、かつまたこれに違反したときは労働基準法第119条１号による刑事

罰の対象となるなど、いずれにしても、明らかに強行規定であり、公序に関する規定であると解される。

したがって、一般的に、労働基準法第４条に違反する就業規則及びこれによる労働契約の賃金条項は民

法第90条により無効であるといわなければならない。 

 被告Ｙ社は本件規程（給与規程）を根拠にして、男性職員に対しては、妻に収入（所得税法上の扶養

控除対象限度額を超える所得）があっても、本件手当等を支給してきたが、原告Ｘのような共働きの女

性職員に対しては、生計維持者であるかどうかにかかわらず、実際に子を扶養するなどしていても夫に

収入（所得税法上の扶養控除対象限度額を超える所得）があると本件手当等の支給をしていない。この

ような取扱いは男女の性別のみによる賃金の差別扱いであると認めざるを得ない。Ｙ社は本件規程及び

これによる本件手当等対象者認定上の取扱いは社会通念に則った規定であり、社会的許容性の範囲内に

あるから、民法第90条の公序良俗に反するものではない旨その合理性を主張する。 

 （中略） 

 したがって、本件規程の取扱いをめぐり、これまで労使間で異議が挟まれることもなく過ごされて来

たし、労働基準監督署などからも違法の指摘を受けることなく過ぎてきたとしても、同条項本文後段に

よる取扱いを、社会通念に則り、社会的許容性の範囲内であり、公序良俗に反しないなどという訳には

いかない。また、本件規定が自治省の「住民基本台帳事務処理要領」及び「世帯主の認定の基準」で示

された「夫が不具廃疾等のため無収入で妻が主として世帯の生計を維持している場合は、妻が世帯主」

であるという事例に比較して妻が世帯主である場合を「夫に収入があっても所得税法上の扶養控除対象

限度額以下であれば妻が世帯主である」というまでに緩和しているから、社会通念に合致し、社会的許

容限度内であるなどとも結論づけられない。夫婦のどちらが生計維持者であるかを具体的に認定すると

なると、家庭のプライバシーにわたることに立ち入って調査しなければならなくなるため、予め画一的

に規定してＹ社とＸ間の労働契約の本件手当等の給付関係条項は強行規定である労働基準法第４条に違

反し、民法第90条により無効であるといわなければならない。 
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